
                         

 

平成 25 年 10 月 28 日 北陸財務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

金融機関の皆様へ 

◆「特定の人しか買えません」「高く買い取ります」「代わりに申し込んで」 

「被害を回復します」「期間限定」等の勧誘を受けていると話している 
 

◆名称等が、エネルギーや資源関連等、時流に乗った内容に関連している 

◆資金使途が聞き慣れない会社の社債、ファンド、各種権利への投資になっている 

 

◆高額引き出し後に郵便局や宅配業者へ行く予定がある 

 

◆個人口座への高額振込、請求者と振込先名義が異なる先への振込 

 

◆カタカナ会社、合同会社、投資事業組合等への振込は投資案件の可能性 

 

◆財務局の登録・届出業者をうたっているが、内容が怪しい 

 

◆金融庁や財務局など官公庁を名乗る者から個別取引に関する連絡がある 

 

◆落ち着きがなく携帯電話で会話をしながら ATM の操作を行っている 

 

◆質問に対する返事が曖昧で明確な説明ができない 

 

状況により以下の連絡先をご活用ください。 

警 察 庁 （ 警 察 総 合 相 談 電 話 ） ： ＃ ９ １ １ ０ 

消費生活センター（消費者ホットライン）：０５７０-０６４-３７０ 

北 陸 財 務 局（金融監督第一課直通）： ０76－292－７855 


